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             このことについて、鳥取県版護岸工法設計流速関係表を別添のとおり定めましたの

で通知します。

護岸工法設計流速関係表（Ｃ表－１）
護岸の法勾配が１：1.0より急な場合に適用する工法例
（他工法等の施工実績を踏まえ、今後見直していくものとする。）

　
　＊注　・上表の適用範囲は、施工実績等から求めた目安である。したがって、施設の被災状況等に

 よってはその被災原因の対策を講じることで、上表の範囲外でも既設工法が適用できる場
 合がある。

　　　　・護岸高さ５ｍを超える場合は、別途安定計算により安全性を確認して用いること。



護岸工法設計流速関係表（Ｃ表－２）
護岸の勾配が１：1.0より急な場合に適用する工法

（本表は、鳥取県内のブロック工場で製造できる製品及び県内ブロック工場へ技術提携し県内製造できる県外メーカーの製品）

＊ １：人頭大以上の転石がある区間では、採用しない。
＊ ２：人頭大以上の転石がある区間では、寄せ石等により水際部の保護をする。
＊   ３：メーカーの発表は、輪荷重有でも施工可能だが、極力輪荷重のかからない箇所に使用する。


